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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２３年１２月２２日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年１０月２３日 １６時４０分ごろ 

発生場所 福岡県柳川市塩塚
しおつか

川河口沖 

 塩塚川口南灯台から真方位０１６°２００ｍ付近 

（概位 北緯３３°０５.８′ 東経１３０°２３.３′） 

事故調査の経過  平成２２年１０月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 裕福
ゆうふく

丸、３.５トン 

   ＦＯ３－５５１４２（漁船登録番号）、個人所有 

   １２.２８ｍ（Lr）×２.２６ｍ×０.９２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２８５kＷ（漁船法馬力数）、昭和６０年３月２０

日 

Ｂ 漁船 第三光
こう

聖
せい

丸、１.９６トン 

   ＦＯ３－５４５７５（漁船登録番号）、個人所有 

   ８.００ｍ（Lr）×１.７２ｍ×０.６５ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、漁船法馬力数３０、昭和５２年２月１０日

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５１歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年１２月２６日 

    免許証交付日 平成１９年７月４日 

           （平成２５年６月３０日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５２年８月１９日 

    免許証交付日 平成１８年６月１９日 

           （平成２４年６月１１日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 負傷 １人（船長Ｂ、肋骨骨折等） 

 損傷 Ａ 船首船底外板に擦過傷 

Ｂ 船尾部に亀裂、船外機に損傷 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａ及び甲板員２人が乗船し、塩塚川河口沖に設置された海

苔養殖施設での採苗作業を終え、平成２２年１０月２３日１６時２０分ご

ろ柳川市両 開
りょうかい

漁港南西方約３,５００ｍの同施設から発進して同河川内に

ある同漁港へ向けて帰途につき、船長Ａが、Ａ船の後部にある操縦席で椅

子に腰を掛けて手動操舵に当たり、海苔養殖施設間の水路を北東進した。 



- 2 - 

船長Ａは、Ａ船の船首方に‘Ａ船よりも少し大型の海苔養殖に使用する

漁船’（以下「Ｃ船」という。）が北東進していたので、Ａ船とＣ船との間

に他船が割り込んで来ないよう、Ｃ船の後方を船間距離約５０ｍに保ちな

がら約１７ノット（kn）の速力で追走した。 

船長Ａは、海苔養殖施設間の水路を通過し、塩塚川左岸から南西方に築

造された埋立地の南西端に差し掛かった頃、Ｂ船、Ｃ船及びＡ船の順に縦

列となって同航する態勢となったが、最後尾のＡ船からはＣ船の陰になっ

ていた先頭のＢ船を視認することができなかった。 

船長Ａは、衝突の少し前にＣ船がＢ船の右舷側を追い越したことに気付

かず、Ａ船がＢ船を追い越す態勢で接近することになったが、Ｂ船がＡ船

の船首浮上による死角（以下「船首死角」という。）に入ったことから、Ｂ

船の存在に気付かなかった。 

Ａ船は、塩塚川河口付近を北東進中、１６時４０分ごろＡ船の船首部とＢ

船の右舷船尾部とが衝突し、Ａ船の船首部がＢ船の右舷船尾部に乗り上げ

た。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び同乗者１人が乗船し、海苔養殖施設での採苗作業を終

え、１６時３０分ごろ両開漁港南西方約２,５００ｍの同施設から発進して

同漁港へ向けて帰途につき、船長Ｂが、船尾部右舷側で腰を掛けて船外機

を操作し、同乗者を船尾部左舷側に座らせ、約３～４kn の速力で潮が満ち

るまで時間調整をしながら海苔養殖施設間の水路を北東進した。 

船長Ｂは、潮が満ちるのを待って両開漁港に帰航を始めた他船がＢ船を

避けながら追い越していたので、後方を気にせずに前方の見張りだけを行

いながら航行した。 

船長Ｂは、衝突の少し前、Ｃ船がＢ船の右舷側約１０ｍのところを追い

越したのを認めたが、Ｃ船に後続していたＡ船がＢ船の後方から追い越す

態勢で接近していることに気付かなかった。 

Ｂ船は、塩塚川河口付近を北東進中、１６時４０分ごろＢ船の右舷船尾部

とＡ船の船首部とが衝突した。 

船長Ｂは、Ａ船の船首部が身体に当たり、負傷して落水したが、Ａ船に

救助されて両開漁港へ戻り、ドクターヘリで病院へ搬送された。また、同

乗者は、船長Ａが依頼した後続の漁船に救助され、Ｂ船も両開漁港へえい
．．

航された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

 その他の事項 

 

両開漁港は、河川内にあり、潮差が大きいために低潮時から約２時間  

３０分後までは入出港することができず、潮が満ちるまで時間調整して入

出港する必要があることから、本事故当日が採苗作業の初日であったこと

もあり、本事故当時には、潮が満ちるのを待って両開漁港に帰航する多く

の漁船がいた。 

Ａ船は、海苔養殖に使用する漁船であり、マストや操舵室はないが、後

部に操縦席があって上部に天幕が設置されていた。 

Ｂ船は、マスト、操舵室、操縦席などの構造物がなく、船尾部に船外機

を備えていた。 

Ａ船の甲板員２人は、１人が船首部で船尾方を向いて座り、他の１人が

船尾部で船尾方を向いて座って休息していたので、Ｂ船には気付かなかっ
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 た。 

Ａ船は、約１７kn の速力で航行していたことから、船首死角が生じてい

たが、船長Ａは、Ｃ船を見ながら後続していた。 

船長Ｂ及びＢ船の同乗者は、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

Ａ船は、塩塚川河口付近をＢ船、Ｃ船及びＡ船

の順で縦列となって北東進中、船長Ａが、Ａ船と

Ｃ船との間に他船が割り込まないように船間距離

を約５０ｍに保つことに注意を向けて航行し、船

首方の適切な見張りを行っていなかったことか

ら、Ｃ船がＢ船を追い越し、Ａ船が追い越す態勢

でＢ船に接近することとなったことに気付かずに

航行し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、Ｃ船がＢ船を追い越したのち、Ｂ船

がＡ船の船首死角に入ったことから、追い越す態

勢でＢ船に接近することとなったことに気付かな

かったものと考えられる。 

Ｂ船は、塩塚川河口付近を北東進中、船長Ｂ

が、他船がＢ船を避けながら追い越していたの

で、後方を気にせずに前方の見張りだけを行って

いたことから、Ａ船が船尾方から接近しているこ

とに気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

原因 本事故は、塩塚川河口付近において、Ａ船が、Ｂ船、Ｃ船及びＡ船の順

で縦列となって北東進中、船長Ａが、Ａ船とＣ船との船間距離を約５０ｍ

に保つことに注意を向けて航行し、船首方の適切な見張りを行っていなか

ったため、Ｃ船がＢ船を追い越し、Ａ船が追い越す態勢でＢ船に接近する

こととなったことに気付かずに航行し、Ａ船とＢ船とが衝突したことによ

り発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・他船の後方を船間距離を保って航行する場合は、見張りを厳重に行

い、他船の動静に注意すること。 

・できる限り、船首死角が小さくなるように適度な速力で航行するこ

と。 

 




